
令和７年１２月 １日 

 

令和７年度 第３回 香芝市総合教育会議 会議録 

 

１ 開催日時 

令和７年１０月２７日（月）午前１１時００分から午前１１時２０分まで 

 

２ 場  所 

香芝市役所３階第１会議室 

 

３ 出 席 者 

⑴ 構成員 

三橋市長、小西教育長、中尾委員、青木委員、田中委員 

⑵ 事務局 

井原教育部長、陀安教育部次長、大西教育部次長兼子ども家庭部次長、木原教

育総務課長、松林学校教育課学校支援室長、佐竹子ども家庭部長、上平子ども

家庭部次長、仲市長公室長、吉川市長公室次長、髙谷総合政策課主幹、西谷総

合政策課主事 

 

４ 資 料 

⑴ 次第 

 ⑵ 構成員名簿 

 ⑶ 香芝市いじめの防止等のための基本的な方針 

 

５ 議  事 

香芝市いじめの防止等のための基本的な方針について 
  



６ 議事内容 

○ 事務局 

令和７年度第３回香芝市総合教育会議を開催いたします。 

それでは、会議に先立ちまして、三橋市長より御挨拶を申し上げます。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

○ 三橋市長 

皆様おはようございます。 

本日は令和７年度第３回総合教育会議を開催いたしましたところ、委員の皆

様には大変お忙しい中お集まりいただき、心より御礼申し上げます。 

さて、香芝市いじめの防止等のための基本的な方針につきましては、令和７

年７月１５日及び同年１０月８日に開催いたしました総合教育会議において、

教育委員の皆様からも様々な御意見をいただき、協議が調いましたことから、

第２回総合教育会議の事後において、事務局で軽微な修正等を行いまして、同

年１０月１６日に香芝市いじめの防止等のための基本的な方針を改正いたしま

した。 

本日は、前回御欠席になられていました委員が２名いらっしゃったこともご

ざいまして、改めましてですね、意見を頂戴し、御議論を尽くしていただくと

いうことが重要であると考えましたことから、改めて開催して御意見をいただ

く機会を設けようとするものでございます。 

簡単ではございますが、開会の御挨拶といたします。本日はどうぞよろしく

お願いいたします。 

 

○ 事務局 

ありがとうございます。 

それでは配布資料の御確認をさせていただきたいと思います。 

この資料の確認でございますが、まずは、本日の次第でございます。 

続きまして、構成員名簿でございます。 

続きまして、香芝市いじめの防止などのための基本的な方針でございます。 

以上、３点不足する資料等はございませんでしょうか。 

続きまして、本会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の

４第６項により原則として公開するとされております。 

なお、会議は録画を行い、後日ホームページなどに掲載する場合もございま

すので、あらかじめ御了承願います。 

それでは、以降の進行につきまして、三橋市長にお願いいたします。よろし

くお願いします。 

 

○ 三橋市長 

それでは議事に入ります。 

議題香芝市いじめの防止等のための基本的な方針について、私の方から説明

をいたします。 

先ほど冒頭に私も挨拶の中で申し上げましたとおりでございますが、第２回

総合教育会議において、協議が調いましたことから、事務局において軽微な修

正等を行い、令和７年１０月１６日に改正をいたしました。 



その際にもですね、確認をしたとおりでございますけれども、今後運用をし

ていく中で、修正等の必要がありましたら、その都度改善を加えていくという

ことを申してございました。 

その後ですね、報道に対しても情報提供もさせていただきました。その中に

おきまして市民等からもおおむね好意的な御意見をいただいているところでご

ざいますが、それらも踏まえましてですね、改めて委員の皆さんから御意見等

があればいただきたいと思いますが何かございますでしょうか。 

 

○ 中尾委員 

  前回会議は出席することができず、申し訳ございませんでした。 

  私の方で修正後の基本方針を拝見させていただきましたところ、第１回の会

議で気になっていた部分が柔軟に文章の中に上手く取り込んでくださっている

ところが見て取ることができまして、初回は、先進的な取組であることによっ

て、目新しいところや法律的なところが気になったんですけども、２回目の会

議において、教育的な部分やマニュアルがブラッシュアップされていくという

ことが拝見できたので、私的には問題ないと感じました。 

具体的には、一般的な数値として、いじめの重大事態の認知件数なんですけ

ど、表でまとめてくださった。３ページのところなんですけども、すごく見や

すくなって分かりやすくなったなというところは感じているんですけども、た

だ、やっぱり、一般の方が見られたときに、何かこう数値だけが切り取られて

しまって、情報が一人歩きしてしまわないかどうかっていうところが少し気に

なっております。 

ただ、この前後において詳細に説明をされているので、啓蒙活動の中で、前

提として、早期に積極的にいじめを認知するということが、いじめの防止につ

ながっていくことですごく丁寧に書かれているというところを丁寧に伝えてい

くというのが役目だなと思いました。 

第２のところで、１、２、３項で教職員に対する研修及び児童生徒に対する

法教育の実施等で、詳しく項を設けていただいているところがあって、そこの

部分でやっぱり、教員、児童生徒、保護者、地域の方との連携のためにどうい

うふうに情報を発信していくかというところに、より注目しやすくなったとこ

ろが、すごく良くなったなと感じました。 

もう一つは、一番最後の今後の見直しというところなんですけども、現場の

意見とか事例も踏まえて、これは改正されていくということで、すごく素晴ら

しい基本方針なので、これをより多くの人に見てもらって、知ってもらって、

繰り返し使っていくっていうことが、本当に大切なことなんかなというふうに

改めて認識することができたかな、と思っております。 

内容に関しては、特に気になるところはないかなっていうふうに思っており

ます。 

 

○ 三橋市長 

ありがとうございます。 

そうですね、重大事態の認定件数については、一部報道機関からもですね、

これまでの重大事態の認定した件数、また、その内容について、公表していな

かったことについての御意見をいただいたというところも前回の会議の後にご



ざいましたので、今後においては、この基本方針に則って、基本的には被害児

童生徒、またその保護者の御意見を踏まえながらですね、公表していくことを

原則とするということも記載してございますが、これまでの部分につきまして

は、関係者への説明等が、説明というか関係者の同意等を取得することができ

ていないことから、また遡って広報をするかどうかについては、教育委員会の

方で検討をされているということも聞いてございます。 

いずれにいたしましてもですね、今中尾委員からも、御意見をいただきまし

たところにつきましては、いじめの認知件数が積極的に行った結果、全国平均

と比べても多いという点、また、重大事態の認定件数についても、一定数ある

部分につきましては、これはですね、いじめの防止等のための基本的な方針の

５ページにも記載してございますが、例えば３⑷でございますけれども、市長

及び教育委員会はいじめの認知件数は増えることだけで、保護者や地域の人々

が不安に思わないように、本市ではいじめを積極的に認知して、早期の対応を

行うことを目指している旨を広報すべきであるというふうに方針を明確にいた

しましたので、今後、地域の皆さんにですね、誤解を与えたり、不安を与えた

りすることのないように、むしろ積極的に対応している結果として、認知件数

が増えているものであると、しっかりと広報していくようにして参りたいと思

います。 

また、３７ページを御覧いただければと思いますけれども、法第２８条を引

用してございますが、重大事態の定義自体がですね、法第２８条の第１項に、

規定がございまして、法第２８条１項の１号２号を見ていただきますと、いじ

めにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生

じた疑いがあると認めるときと、また、２号にはいじめにより当該学校に在籍

する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあ

ると認めるとき、というところでございます。 

ですので、３９ページにも注意的に記載してございますが、これがいずれも

疑いがあると認めるときが重大事態でありますので、そういった一定の事象が

あったと認めるときということではなくて、疑いがあるだけでですね、重大事

態という定義に該当しますので、重大事態への認定したことが、すなわち、そ

ういった特定の事象の発生を認定したものではないという部分についてもです

ね、法の解釈運用としても重要であると考えております。 

一方で、実際特定の重大なものとしての事象が発生した場合についても、し

っかりその事実を認めて、情報提供をしっかりしていくということについては、

改正後の基本方針に則って対応していくことには変わりはないというふうに考

えてございます。 

それ以降ですね、報道でも取り上げられておりましたけれども、委員の皆さ

んの方に、また何か御意見が寄せられたり、また、新たに考えるところ等があ

ったりした場合は、御意見いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

教育長は何かございますか。 

 

○ 小西教育長 

はい、特にないんですけども、１回目、２回目していただいて、特に１回目

のときにはいろんな御意見いただいて、十分それを会議の中の文言を修正しな

がら、今回また出していただいています。 



こういうふうに話し合いする機会を３回もいただいて、本当に良かったな、

やっぱりきちっと教育委員会と市長部局もつながりながらいいものができたと、 

感謝しております。 

 

○ 青木委員 

私も教育長が今おっしゃったようにですね、なかなかいじめというと具体的

なものが出されずにですね、抽象的な表現になりやすかったと思います。その

ことが子どもを守る保護者を守る、また、教職員を守るという部分からどんど

んと離れていっていたと思います。実際の現場で起こっている教職員の皆さん、

そして実際にいじめの被害を受けている皆さんが、つらい思いをしたりするこ

とがないようにしたい。それは理想かもしれないですけども、いじめの撲滅に

向けてですね、しっかり取り組んでいくっていう効果的で、また、具体的なこ

とが書かれてあるのは、本当によかったと思っております。 

また、この総合教育会議ですね、３回も開催いただきましたことは感謝した

いと思いますし、これからも教育の諸問題に対してですね、周りの人はいろい

ろなことを言われます。その中に光るものもあれば、全く根拠のない、でたら

めな情報が入ってきたりもします。 

子どもたちに学校では情報のリテラシーですね。そういった選択っていうこ

とをしっかりとするっていうようなことを言われておりますが、私たちもあま

り、いろんな、まやかしの言葉には気を付けていかなければいけないなと思い

ます。このことがですね、テレビで放映もされました。私が地元で教育委員や

っておるっていうのを知っておられる方からはいろんなことを聞かれます。い

かに情報が正確に伝わっていないかということでございますので、保護者、そ

して子どもたちにこういったことを今やって、こういう取組をしているんだよ

ということはしっかりと伝わっていけるように、私たちも啓蒙に努めなければ

ならないな、と感じました。 

どうもありがとうございました。 

 

○ 三橋市長 

ありがとうございます。 

本日のところは、令和７年１０月１６日にですね、既に香芝市いじめの防止

等のための基本的な方針を改正したところでございますが、念のためですね、

改めて本日は御意見を頂戴したところでございます。 

今後ですね、教職員や関係機関の皆様への周知を行った上で、研修等も実施

をしていかれると聞いておりますし、市長部局と教育委員会の部局とでの役割

分担もございますが、この基本方針に基づいた対応をですね、市を挙げてしっ

かりと実施をしていくということが何より重要であると考えてございます。 

また、現場の教職員の皆様には、一定の基本方針をですね、お示しをするこ

とによって、最初は内容を御理解いただくことについて御負担をかける部分も

あるかも分かりませんけれども、しっかりと頭に入れていただいて、現場の重

要な資料としてしっかりと、中身の伴ったものとして活用していただくことが

できれば、必ずや教育現場においてもですね、有意義なものとして、活用して

いただけるとともにですね、本市の子どもたちが安全に安心して学校生活を送

ることができることになるものとして、力を発揮するものと考えてございます



ので、引き続き委員の皆さんには御協力をいただきますように、よろしくお願

い申し上げたいと思います。 

また、教育大綱につきましては、令和７年７月の会議以降も継続して取り組

んでいるところでございますが、改めましてですね、香芝市総合教育会議を継

続的に開催させていただいて、様々な意見交換をさせていただければと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、議事は終了したいと思います。 

 

○ 事務局 

貴重な御意見いただきまして本当にありがとうございました。 

以上をもちまして、令和７年度第３回香芝市総合教育会議を閉会いたします。

委員の皆様におかれましては、本日大変お忙しい中お集まりいただきましてあ

りがとうございました。 

 

○ 一同 

ありがとうございました。 

 

閉議 午前１１時２０分 

 

以上、会議の顛末を記載し、その事実に相違ないことを証し、署名する。 

 

令和７年１２月 １日 

 

香 芝 市 総 合 教 育 会 議 

 

市 長      三 橋 和 史 

 

     教育長      小 西 友 𠮷 

 

 


